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2018年3月23日 

 
西本Wismettacホールディングス株式会社 

（東証一部 証券コード9260） 

  

 

西本貿易、ベトナムにおける現地食品卸会社と業務提携 

並びに同国に駐在員事務所を開設 

 

 

 
当社のグループ会社である西本貿易株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：金井 孝

行、以下「NTC」）は、COMG TY TNHHsaisyuu THUONG MAI SIM BA（本社：ベトナム ホ

ーチミン市、代表：Cong Binh Nguyen、以下「SIMBA社」）と業務提携契約の締結、並びに同

国ホーチミン市に駐在事務所を開設しましたのでお知らせ致します。 

 

1. 業務提携並びに駐在員事務所設立の背景と目的 
ベトナム国では著しい経済発展と共に所得水準も向上している中で、様々な分野で消費者需要

が伸びております。外食産業についても同様の傾向となっており、その中でも日本食市場の伸張

は著しく、2015年には全土で日本食レストランが680店舗存在しております（出典：ジェトロ6
ハノイ 2016年公表）。 

近年、日本からの外食チェーン、大型スーパー、百貨店の進出も加速しており、日本食は一過

性のブームではなく、着実に同国消費市場に定着していると見ております。 

 

2004年に創業したSIMBA社は、同国における日本食卸大手の一社で、同国内に5拠点を展開し

物流網を構築しており、NTCと同社は長年に亘り良好な取引関係にあります。 
同社と広範な業務提携契約を行うことで、同国及び東南アジアでの日本食販売の拡大・マーケ

ティング活動とともに水産品・青果物等を中心とした仕入業務を強化して行く方針です。このよ

うな取組みを推進するため、またSIMBA社との実効性のある関係強化のため、NTCはホーチミ

ン市に駐在事務所を開設し、駐在員を派遣いたします。 

 

2. 今後の見通し 

2018年度の同国向の輸出売上は約6億円を計画しております。中期的には同国向のみで10億円

以上の規模を目指してまいります。 
尚、本件に関して当2018年（平成30年）12月期連結業績に与える影響は軽微なものと見込んで

おります。 

 

3. SIMBA社の概要 

(１) 会 社 名：COMG TY TNHH THUONG MAI SIM BA 

(２) 所 在 地：ベトナム ホーチミン市（他、ハノイ、ハイフォン、ダナン、ニャチャンの計5
拠点） 

(３) 代 表 者：Cong Binh Nguyen 
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(４) 資 本 金：100億ベトナムドン 

(５) 会社設立：2004年（平成16年）12月 

(６) 株主構成：Cong Binh Nguyen55%、他個人 

(７) 事業内容：食品卸 

 

4. 西本貿易株式会社ベトナム駐在員事務所の概要 

(１) 所 在 地：ベトナム ホーチミン市 

(２) 所 長：光永 楓 

(３) 業務開始：2018年（平成30年）3月23日 

(４) 業務内容：ベトナム国及び東南アジアでの日本食販売の拡大・マーケティング活動、 
水産品・青果物等を中心とした仕入サポート業務 

 

5. 西本貿易株式会社の概要 

(１) 会 社 名：西本貿易株式会社 

(２) 本 社：東京都中央区日本橋（登記上 兵庫県神戸市中央区） 

(３) 代 表 者：代表取締役社長 金井 孝行 

(４) 資 本 金：80,000,000円 

(５) 主要株主：西本Wismettacホールディングス株式会社 100% 

(６) 事業内容：アジア食品の開発および海外販売（アジア食グローバル事業）、 
その他商品（アメニティフード等）の国内・海外販売 
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【本件に関する問い合わせ先】 

西本Wismettacホールディングス株式会社 
経営企画部 電話：03-6870-2015 

SIMBA社 NTC 

駐在員事務所 

ベトナム国 

マーケット 

東南アジア マーケット 

東南アジア 

仕入ソース開拓 

提携 

開設 
各種支援 


